
①
北海道障がい保健福祉圏域数
(H28.11現在)

２１

② 人口(H28.９末現在) 5,377,435

③
医療的ケア児支援のための協議の場

※県又は政令市設置のもの
（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

1 名称：北海道小児等在宅医療推進協議会
事業：小児等在宅医療連携拠点事業
設置：H28（補助事業の中で設置）

2 北海道障がい者施策推進審議会において医療的ケア
児支援部会を設置(H28.11)

３ 特別支援学校における医療的ケア連絡協議会
（H17）

④
重症心身障害児者等コーディネーター
育成研修修了者数

０

⑤
医療型短期入所事業所数
(H28.10現在)

１９

⑥
喀痰吸引等３号研修修了者数(認定書交付数)
（H28.11.16現在）

認定特定行為 1,375枚
業務従事者認定証 508枚

⑦
在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）
(H26医療施設調査「訪問診療実施施設数」)

684（うち小児対応：不明）

⑧
在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

(H28.4介護保険指定事業所数)
444（うち小児対応：不明）

⑨
看護師を配置している保育所の割合（数）
（H28.4.1現在 政令・中核除く）

８．０１％
(35園／437園)

⑩
公立の特別支援学校及び小・中学校における
医療的ケア児数（H27.5.1現在）

特別支援学校 282名
小・中学校 46名

⑪
公立の特別支援学校及び小・中学校における
看護師配置数（H27.5.1現在）

特別支援学校 45名
小・中学校 17名

基礎情報
１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート



２．医療的ケア児支援のための取組概要 北海道

【地域医療課】
○小児等在宅医療連拠点事業（H27～）
目 的：在宅で療養する小児等及びその家族を地域で支える体制を整備する。
実施形態：小児在宅医療を実施している医療機関に補助して実施
実施主体：医療法人稲生会（札幌市）
事業内容：国のモデル事業を踏襲した以下に掲げる事業

①協議会の開催、②地域資源の情報収集と発信、③小児等在宅医療を担う医療機
関・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝなどを増やす活動（技術支援・実技講習）、④研修等を通じた
福祉・教育・行政関係者との連携体制づくり、⑤患者・家族からの相談対応、⑥ﾋﾟｱｻ
ﾎﾟｰﾄの場の提供や道民への普及啓発

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://yell-hokkaido.net/

【障がい者保健福祉課】
○在宅の障がい児者などに対し、道(児童相談所）又は市町村が専門の医師とともに家庭訪問し、
診断、治療、相談及び療育に関する助言指導を実施（H28～事業一部改正）

○医療的ケアが必要な障がい児（者）に対する医療・看護・療育の支援として高度な専門知識・技
術を習得するための研修に対し補助（H24～）

○居宅以外の場所で医療的ケアを行う事業を実施する市町村に対し補助（H17～）

【教育庁学校教育局特別支援教育課】
○道教委が「登録研修機関」となり、特別支援学校の教員を対象とした基本研修の実施や認定特
定行為業務従事者の認定等を実施

○特別支援学校への看護師の配置及び研修の実施



時期 実施内容 担当課

上半期

・医療的ケア実施校長等会議
・特別支援学校における医療的ケアに関する研修会
・特別支援学校指導看護師養成研修会
・特別支援学校看護師研修会 特別支援教育課

下半期 ・特別支援学校における医療的ケア連絡協議会

通年

・医療的ケア児支援部会の開催
・障害福祉サービス事業者に対し、医ケア児の受入働きかけ

障がい者保健福祉課

・医療機関に対する技術支援・実技講習
・各地域に出向き意見交換等を通じ、市町村への働きかけを行う

地域医療課

来年度の目標
・障害児福祉計画に盛り込む医療的ケア児支援の方策検討
・医療的ケア児の受入可能な障害福祉サービス事業者の拡大
・補助事業継続による担い手の拡大及び市町村の取組促進

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

北海道





① 圏域数 ６
(左図参照)

② 人口 1,293,619
H28.10.1

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
（特別支援学校における医療的ケア運営協議会、H１５年度）

1
H28.4.1

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修了
者数

０
H28.4.1

⑤ 医療型短期入所事業所数 ４
H28.4.1

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数 １２８
H28.4.1

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

100
（不明）
H28.11.1

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

119
（不明）
H28.11.1

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数） 43.8
(218)

H28.11.1

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療的
ケア児数

７９
H27.5.1

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護師
配置数

９
H27.5.1

①青森圏域（１市３町1村）
②津軽圏域（３市３町2村）
③八戸圏域（１市６町１村）
④西北五圏域（２市４町）
⑤下北圏域（１市１町３村）
⑥上十三圏域（２市５町１村）

基礎情報１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート

④

③
②

⑤

① ⑥



２．医療的ケア児支援のための取組概要 青森県

取組なし



時期 実施内容 担当課

Ｈ２９．２～３ 医療的ケア児の実数調査 障害福祉課

Ｈ２９．３ 関係機関による対策会議とＷＧ
（課題整理）

障害福祉課ほか

Ｈ２９．４～５ 医療的ケア児のニーズ調査 障害福祉課

Ｈ２９．６～７ 関係機関による対策会議とＷＧ
（支援策に関する協議）

障害福祉課ほか

Ｈ２９．７ 関係機関による対策会議とＷＧ
（支援策のまとめ）

障害福祉課ほか

Ｈ２９．８ 支援のための予算要求の検討 障害福祉課ほか

来年度の目標
・県内の医療的ケア児の実数、本人及びその家族のニーズを把握する。
・医療的ケア児の支援策について、県内の関係者で協議する。
・医療的ケア児の支援策を実行する。（全県又はモデル地域）

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

青森県





① 圏域数 ９圏域

② 人口 1,268,083人
（Ｈ28.10）

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

岩手県重症心身障がい児・者支
援体制検討委員会（Ｈ24年度～Ｈ
27年度）

岩手県重症心身障がい児・者
支援推進会議（Ｈ28年度～）

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成
研修修了者数

0人
（Ｈ28.10）

⑤ 医療型短期入所事業所数 ５箇所
（Ｈ28.10）

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数 254人
（Ｈ28.3）

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

小児患者に対応できる医
療機関数 14箇所
（Ｈ28.10）
詳細は別添１のとおり

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

小児患者に対応できる訪
問看護事業所数 28箇所
（Ｈ28.10）
詳細は別添２のとおり

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数） 108施設
（Ｈ28.4）

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校におけ
る医療的ケア児数

57人
（Ｈ28.5）

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校におけ
る看護師配置数

37人
（Ｈ28.5）

基礎情報

どのデータが、い
つの時点のデータ
か分かるように記
載願います。

医療的ケア児支援
の体制整備を進め
ている圏域を
図示してください。

１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート

岩手県重症心身障がい児・者支援推進会議
等で全県の支援体制を検討



小児在宅医療の実施医療機関の状況（岩手県別添１）
○ 病院は県内の93病院に照会したが、小児患者への訪問診療を行っている病院は４か所であった。

（健康保険法による在宅療養支援病院の施設基準届出病院がＨ28.9現在、６か所あるが、この中に小児在宅
患者を診ている医療機関はなかった）

○ 診療所は、在宅医療の件数が多いものとして県が把握している49診療所に照会したが、小児患者への訪問診
療を行っている診療所は存在しなかった。（在宅療養支援診療所は県内83か所あるが、届出があるも在宅医療の
実態がないなど、診療所による実施状況の差が大きいため、在宅医療の取組状況は独自に把握）

小児患者に係る在宅医療実施医療機関及び平成28年10月診療分算定件数（小児在宅医療実施：13病院+１診療所）

実施医療

機関数
Ｈ28.10

診療分件数

実施医療

機関数
Ｈ28.10

診療分件数

実施医療

機関数
Ｈ28.10

診療分件数

実施医療

機関数
Ｈ28.10

診療分件数

往診料

2 0

介護職員等喀痰吸
引等指示料 3 1

在宅血液透析指導
管理料 0 0

在宅自己疼痛管理
指導管理料 1 0

在宅患者訪問診療
料 4 2

在宅患者訪問薬剤
管理指導料 0 0

在宅酸素療法指導
管理料 9 55

在宅振戦等刺激装
置治療指導管理料 0 0

在宅時医学総合管
理料 2 0

在宅患者訪問栄養
食事指導料 1 0

在宅中心静脈栄養
法指導管理料 2 0

在宅迷走神経電気
刺激治療指導管理
料

0 0

施設入居時等医学
総合管理料 2 0

在宅患者連携指導
料 0 0

在宅成分栄養経管
栄養法指導管理料 3 1

在宅仙骨神経刺激
療法指導管理料 0 0

在宅がん医療総合
診療料 2 0

在宅患者緊急時等
カンファレンス料 2 0

在宅小児経管栄養
法指導管理料 5 14

在宅肺高血圧症患
者指導管理料 0 0

救急搬送診療料

3 0

在宅患者共同診療
料 0 0

在宅自己導尿指導
管理料 6 15

在宅気管切開患者
指導管理料 6 1

在宅患者訪問看
護・指導料 2 0

在宅患者訪問褥瘡
管理指導料 1 0

在宅人工呼吸指導
管理料 9 14

在宅難治性皮膚疾
患処置指導管理料 0 0

同一建物居住者訪
問看護・指導料 1 0

退院前在宅療養指
導管理料 1 0

在宅持続陽圧呼吸
療法指導管理料 4 0

在宅植込型補助人

工心臓（非拍動流

型）指導管理料
0 0

在宅患者訪問点滴
注射管理指導料 2 5

在宅自己注射指導
管理料 12 115

在宅悪性腫瘍等患
者指導管理料 1 0

在宅患者訪問リハ
ビリテーション指
導管理料

1 0

在宅小児低血糖症
患者指導管理料 1 1

在宅悪性腫瘍患者
共同指導管理料 0 0

訪問看護指示料

6 5

在宅自己腹膜灌流
指導管理料 3 2

在宅寝たきり患者
処置指導管理料 9 12



小児患者への訪問看護の実施医療機関（介護事
業所）の状況（岩手県別添２）
○ 県内の訪問看護ステーション85事業所（介護保険指定事業所、いわゆる「みなし指定」を除く）に照会したところ、
28の事業所から「小児への訪問看護を実施」と回答があった。

小児患者への訪問看護が可能であるとする事業所数
実際に小児患者に
サービス提供を行っ
ている事業所数

（Ｈ28.10サービ
ス提供分小児患者
数）

85 28 11 32名

照会送付数



２．医療的ケア児支援のための取組概要 岩手県

１ 岩手県重症心身障がい児・者支援体制検討委員会の設置 （平成24年度～実施主体：県）

（平成28年度以降「岩手県重症心身障がい児・者支援推進会議」として設置）
重症心身障がい児・者のニーズに対応した受入や在宅サービスの提供が図られるよう、医療機関等との

密接な連携による支援体制の構築を目指し、その連携方法や役割に関する事項を検討するため委員会を
設置。

２ 超重症児等受入施設の整備拡充 （平成26年度～ 実施主体：県）

岩手県立療育センター（医療型障害児入所施設）において、超重症児等の受入れを行うための施設整備を
実施し、医療的ケア児の受入れ拡充を図った。

３ 実態調査の実施 （平成27年度 実施主体：県）

重症心身障がい児・者の今後の入所や在宅での支援を検討するうえでの基礎資料とするため、実態調査を
実施

４ 支援者育成事業の実施 （平成27年度～ 実施主体：県）

重症心身障がいについて医療と福祉の連携による支援を担う人材を育成するために、看護職員等向けの研
修と相談員等向けの研修を各障がい保健福祉圏域で実施

５ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業（療養生活支援事業）の実施 （平成27年度～ 実施主体：県）

在宅で療養する小慢児童等のうち、医師の診断により人工呼吸器又は体外式補助人工心臓等を装着してい
る者で一時的に在宅療養が困難になった場合に、医療機関において一時的な預かりを行うための事業を実施



時期 実施内容 担当課

Ｈ29～ 重症心身障がい支援者育成事業の継続 障がい保健福祉課

Ｈ29～ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の継続 子ども子育て支援課

Ｈ29下半期 県立療育センターの新築移転による医療的ケア児
の入所施設の一層の充実

障がい保健福祉課

Ｈ29下半期 岩手県重症心身障がい児・者支援推進会議の開催
（医療的ケア児の地域支援に関する内容を含む。）

障がい保健福祉課

Ｈ29下半期 岩手県教育支援委員会の開催
（兼医療的ケア運営協議会）

学校教育室

来年度の目標
・県立療育センターの新築移転に伴う、入所施設の充実
・在宅支援の充実

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

岩手県

【課題】
本県でＨ27年度に実施した医療的ケア児を含めた重症心身障がい児・者を対象とした実態調査で

は、「入所支援、短期入所の充実」を希望する回答が７割を占めている。現在、短期入所の充実に向
けた取組について検討しているが、医療的ケア児を短期入所で受け入れる場合の基本報酬（介護給
付費）が診療報酬に比べて低廉であり、基本報酬を診療報酬並みの水準にするなど、抜本的に見直
さなければ、医療的ケア児の在宅支援の充実につながらない実状がある。









① 圏域数 ７圏域

② 人口（平成２８年１０月１日） 2,329,747人
（1,245,047人）

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

医療的ケア等推
進検討会
医療的ケア運営
会議

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修了者数 ０名

⑤ 医療型短期入所事業所数
（平成２８年１１月現在）

３

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数
（平成２８年４月１日現在）

２，０８１名

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数（平成２６年１０月現在）

（うち小児患者に対応できる医療機関数）

２５４
（把握なし）

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数（平成２６年１０月現在）

（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

１２６
（把握なし）

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数）
※公立は未把握。医療的ケア受け入れは２（酸素吸入・導尿）

県内私立保育
所２０／１０２

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療
的ケア児数（平成２８年１１月現在）

９４名

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護
師配置数（平成２８年１１月現在）

７７名

基礎情報
１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート

県内全域（仙台市を除く）



２．医療的ケア児支援のための取組概要 宮城県

障害福祉課

○医療的ケア等が必要な方のアンケート調査の実施（Ｈ２８年７月結果報告書作成）：
医療的ケア等が必要な障害児者及びその家族等の実態把握
○医療型短期入所モデル事業：支援施策の実施
○医療的ケア等推進検討会の実施（Ｈ２８年１０月～３回）：課題や対応の検討
特別支援教育室
○医療的ケア運営会議の実施（Ｈ２８年６月，１０月）：課題や対応の検討
医療整備課
○小児在宅医療支援センターの設置（平成２６年～平成２７年）

関係職種（医師・訪問看護師・相談支援専門員）向け研修会，小児在宅医療コーディ
ネーター研修会，大学病院医師による訪問診療，人材育成のための外部機関派遣，
医療機関への出前講座の実施

現状
○県内では医療的
ケアが必要な在宅
の重症心身障害児
者等を支援する施
設が不足している。

課題
○施設整備の予算が十分確保されず進んでいない。

○特に県北地域では，在宅の重症心身障害児者が利用可能な日
中活動の場や短期入所事業所が少ない。介護する家族等の負担
が大きい。

○医療型短期入所を行う施設では，病床が空いておらず，また，
小児科医及び看護師が不足しており，ニーズに即したサービスが
提供できない。



時期 実施内容 担当課

平成２９年４月 県モデル事業による医療型短期入所事業 障害福祉課

平成２９年５月 医療的ケア等拠点整備あり方検討会 障害福祉課

平成２９年６月 医療的ケア運営会議 特別支援教育室

来年度の目標
・県モデル事業による医療型短期入所事業の拡充
・医療的ケア等拠点整備あり方検討会の実施

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

宮城県





① 圏域数（H28.10.1現在） 8

② 人口（H28.10.1現在） 1,009,691

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称等は次頁に記載）

2

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修了
者数（H28.10.1現在）

0

⑤ 医療型短期入所事業所数（H28.10.1現在） 2

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数（H28.3.31現在） 180

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数（H26.12.31現在）

（うち小児患者に対応できる医療機関数）

222
（不明）

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数（H28.11.1現在）

（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

65
（22）

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数）
（Ｈ28.4.1現在）

18.1%
（41/226）

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療的
ケア児数（H28.5.1現在）

特：７３
小・中：７

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護師
配置数（H28.5.1現在）

特：１２
小・中：３

基礎情報
１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート



２．医療的ケア児支援のための取組概要 秋田県

○慢性疾病児童等地域支援協議会（平成２８年度より実施）
秋田県小児慢性特定疾病児童等自立支援事業（児童福祉法第１９条の２２）
・県内８保健所（各障害保健福祉圏域）に相談支援窓口を設置。
・医療機関からの連絡票に基づいて相談員が家庭訪問して、小慢児童等とその家族
の支援を行う。
・実施主体：各保健所（地域振興局福祉環境部）

○医療的ケア推進協議会（平成１７年度より実施）
①医療的ケアを必要とする児童生徒が通学する特別支援学校へ看護師を配置
②各学校において「医療的ケア校内委員会」を設置し、具体的な医療的ケアの
内容について確認・実施

③「医療的ケア学校間連絡協議会」において各校の実施内容を確認
④「主治医巡回指導」の実施
⑤「看護師研修会」の実施
⑥関係機関（医療・福祉・教育・保護者 等）による「医療的ケア推進協議会」の
実施



時期 実施内容 担当課

通年 小児慢性特定疾病児童等相談支援 健康推進課

平成29年11月 慢性疾病児童等地域支援協議会 健康推進課

５月 ・医療的ケア学校間連絡協議会 特別支援教育課

６月～ ・主治医巡回指導 各学校→特支課

７月 ・看護師研修会 特別支援教育課

１１～１２月 ・医療的ケア推進協議会 特別支援教育課

来年度の目標
・秋田県小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の周知徹底および、相談支援の充実。
・特別支援学校において、日常的に吸引、経管栄養、導尿等の医療的ケアを必要とする幼児児童生
徒に対し、看護師を配置することにより、幼児児童生徒に安全な学習環境を整備し、併せて、保護
者の負担を軽減し、もって幼児児童生徒の教育の充実を図ることを目的とする。

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

秋田県





① 圏域数 ４

② 人口 1,113,029人
【H28.10.1】

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

・小児慢性特定疾病児童
等地域支援協議会【H28】
・周産期医療協議会【H22】

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修
修了者数

０人
【H28.10.31】

⑤ 医療型短期入所事業所数 ５箇所
【H28.10.31】

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数 383人
【H28.10.31】

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

433箇所【H27】※推計
(31箇所)【H26.12】

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所
数）

63 箇所【H28.10.1】
※訪問看護ステーションの

数を計上
（小児患者対応可能事業

所数は不明）

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数） 38.5%(92施設)
【H27.4.1】

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医
療的ケア児数

66人
【H28.5.1】

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看
護師配置数

14人
【H28.5.1】

基礎情報１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート



２．医療的ケア児支援のための取組概要 山形県

○「医療的ケアマニュアル」等の更新
【概要】

医療的ケアが必要な子どものための保護者等向けマニュアル及び各種制度の
手引きの更新。
【実施年度】
平成28年度

【実施主体】
山形大学、山形県



時期 実施内容 担当課

来年度の目標
・未定
・
・

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

山形県





① 圏域数 7

② 人口(H28.11.1) 1,899,486

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

在宅医療推進
協議（H26
年度設置）

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修了者数(H28.4.1) 0

⑤ 医療型短期入所事業所数(H27.4.1) 7

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数(H28.3.31) 537

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数⇒不明）
※医療施設調査(H26.10.1)

病院
57/128
診療所
308/1366

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数⇒不明）
※介護サービス施設・事業所調査(H26.10.1)

112

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数）
※保育所は公立と私立の合計(H28.4.1)

看護師
51/282
准看護師
20/282

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療的ケア児数(H28.5.1) 177

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護師配置数(H28.5.1) 26

基礎情報

どのデータが、い
つの時点のデータ
か分かるように記
載願います。１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート

県北

県中

県南

相双

いわき

会津

南会津



２．医療的ケア児支援のための取組概要 福島県

平成２８年度
＜児童家庭課＞
●自立支援協議会と県立医科大学附属病院NICUとの連携（情報交換）

・県自立支援協議会子ども部会（部会長）と県地域生活支援部会（委員）の２名が県立医科大学附属病院を訪問し、医療連携相談室、総合
周産期母子医療センターと情報交換等を実施した。
・医療、福祉の互いの状況及び課題等を確認。
・医科大学附属病院に県内の相談支援アドバイザーのリストについて、情報提供した。

●地域子ども関係部会連携会議で「病院からの地域移行」について情報提供
・各地域の自立支援協議会子ども関係部会の連携会議を実施し、その中で、上記の県立医科大学附属病院を訪問した際の状況（NICU退

院支援についての現状報告、県立医大が抱える課題について）を報告し、医療と福祉の連携の必要性を伝えた。

＜教育庁特別支援教育課＞
●特別支援学校における医療的ケア実施事業

【概要】

特別支援学校で学ぶ幼児児童生徒の障がいの重度・重複化に伴い、吸引等の医療的ケア（日常的応急手当）を必要とする幼児児童生徒が
常在しているため、これらの幼児児童生徒が健康で安全な学校生活を送ることができるように、また保護者の負担を軽減するために医療的ケ
アを実施する。

【実施内容】
・特別支援学校への看護師の配置（１２校２６名看護師配置）
・医療的ケアを実施するための物品購入
・医療的ケア実施運営協議会の実施（年１回）
・医療的ケア担当教員・看護師研修会の実施 等

※医療的ケアを実施している特別支援学校では、各校、指導医を依頼し、医療的ケア実施状況に対する指導助言、主治医との連絡・調整を
していただいている。

※医療的ケアを実施している特別支援学校では、各校、関係者（医療関係者、保健・福祉関係者、保護者等）を委嘱し、サポート会議を実施
している。



時期 実施内容 担当課

上半期 第七次医療計画策定を見据えた実態把
握

地域医療課

４月～３月 特別支援学校における医療的ケアを必
要とする幼児児童生徒のために、障害
の状況に応じた学習環境の整備を継続
的に図る。

特別支援教育課

来年度の目標
・
・
・

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

福島県





① 圏域数（障害福祉圏域，二次保健医療圏域） 9県域

② 人口（H28.11.1現在） 2,907,109
人

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

平成29年度
設置予定

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修了
者数

未実施

⑤ 医療型短期入所事業所数（H28.11.1） 9事業所

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数（H28.4.1） 基本：568名
実地：437名

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数（28.11.1）
（うち小児患者に対応できる医療機関数）
（うち541（病院72（28.11.1），診療所469（28.4.1※診療
所数は直近で算出可能な時点）））

1,608

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数（28.11.1）
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

1,756（内数
不明）

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数）
（Ｈ28.4.1 准看護師を含む）

45.8％

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療的
ケア児数（H27.5.1現在）

217名

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護師
配置数（H27.5.1現在）

35名

基礎情報

医療的ケア児支援
の体制整備を進め
ている圏域を
図示してください。

１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート



２．医療的ケア児支援のための取組概要 茨城県

重症心身障害児支援従事者養成研修の実施
平成27，28年度に医療従事者，障害福祉サービス事業所，市町村職員等向けに，重症

心身障害児に対するケア（医療的ケア等）の方法を内容とする研修を実施。【実施主体：国
立病院機構茨城東病院（茨城県からの委託事業）】
平成29年度以降は，対象を医療従事者，医療的ケア児の支援を行う事業所（短期入所，

障害児通所支援事業所）に絞り，医療的ケア児を支援できる事業所の増加を目的とした研
修を実施予定。

医療的ケア支援事業
（１）目的

医療的ケア対象の幼児児童生徒が通学する県立特別支援学校に，看護師資格を有する
非常勤嘱託看護職員（以下「看護職員」という。）を配置し，医療的ケアを実施するとともに，
医療的ケアの実施に必要な研修等を経た教員が看護職員の援助のもとで，幼児児童生徒
の健康の維持，増進と安全な学習環境の整備を図ることを目的とする事業。
（２）事業内容

看護職員の配置，巡回指導医の配置，教員及び看護職員に対する研修の実施，医療的
ケア等運営協議会の開催
【実施主体：特別支援教育課】



時期 実施内容 担当課

4月 看護職員の配置 特別支援教育課

巡回指導医の配置 特別支援教育課

教員によるたん吸引に関する研修会の実施 特別支援教育課

5月 協議会の設置 障害福祉課

7月 教員によるたん吸引等に関する研修会 特別支援教育課

看護職員研修会 特別支援教育課

8月 医療従事者，障害福祉サービス事業所向け
研修会の実施

障害福祉課

12月 看護職員研修会・担当教員専門研修会 特別支援教育課

2月 医療的ケア等運営協議会の開催 特別支援教育課

来年度の目標
・

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

茨城県

※随時：実地研修を開催（特別支援教育課），障害福祉サービス事業所に対して医療型短期入所や医
療的ケア児を受け入れられる障害児通所の開設を啓発

※特別支援教育課の実施内容については，県立特別支援学校を対象とした事業内容である。





① 圏域数 ６障害保健福祉圏域

② 人口 （H27.10.1現在） １，９７４，７２０人

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

栃木県自立支援協議会医
療的ケア児支援検討部会
（H28年度11月設置）

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成
研修修了者数

未実施

⑤ 医療型短期入所事業所数 ５カ所 （H28.4.1現在）

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数 １０５人 （H28.11.1現在）

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

158カ所
（不明） （H28.4.1現在）

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業
所数）

84カ所
（不明） （H28.4.1.現在）

⑨ 看護職を配置している保育所の割合
※看護職は保健師、看護師、准看護師を含む。
※病児保育事業担当看護職を除く。
※保育所型認定こども園を除く。

２６．４％
【８７か所／３３０か所】
（H28.4.1現在）

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校におけ
る医療的ケア児数

特別支援学校：１４１人
小・中学校：１０人
（H27年5月1日現在）

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校におけ
る看護師配置数

特別支援教学校：２９人
小・中学校：７人
（H27年5月1日現在）

基礎情報１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート
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栃木県自立支援協議会の部会で医療的ケ
アの支援のあり方について検討予定



２．医療的ケア児支援のための取組概要 栃木県

担当課・室 H25 H26 H27 H28

医療政策課

ポストNICU受入体制
整備支援事業(H24～）
・NICUを有する県内の臨床研
修病院及び重症心身障害児施
設の機能強化並びに家族の負
担軽減等

周産期医療連携会議
（H20～）

重症心身障害児（者）在宅医
療支援事業 NICU入院児支援事業

(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置）

＊実証・研究事業
（医療的ケア児に関する実態調
査）

（H28～障害福祉課所管）

健康増進課

在宅難病患者・
家族支援事業
（H20～)

慢性疾病児童等地域支援
協議会

小児慢性特定疾病児童等家族支
援事業（レスパイト事業・介護
人派遣事業・訪問看護事業・自
立訓練事業等）

障害福祉課

重症心身障害児（者）在宅医療
支援事業
・重症心身障害児者施設からの
地域移行のための支援体制検討
・人材育成・障害児者の現状・
課題の周知等への補助
医療的ケア児支援検討部会
（H28.11設置）

こども
政策課

総合養育支援事業（H9～）
・市町の未熟児養育事業の円滑な実施のための支援
・未熟児に対する保健・医療・福祉等の関係施設との連携強化
・未熟児に対する効果的な支援体制の整備 等
特別支援教育に対する補助事業（幼稚園運営費補助金）（H9～）
・特別支援を要する園児が就園する私立幼稚園及び認定こども園に対し、
特別支援教育に必要な経費の一部を助成

特別支援
教育室

医療的ケア実施事業（H13～）
・医療的ケアが必要な幼児児童生徒に対して、学校
看護師による医療的ケアを実施し、安全な学習環境
の整備を図る。
学校看護師配置事業（H14～)



Ｈ２８小児在宅医療等関連事業

・地域周産期医療機関
新生児集中治療室

・小児科病棟
（地域中核病院）

医療型障害児
入所施設等

・総合周産期母子医療センター
新生児集中治療室

・子ども医療センター

自宅

入院

入院

退院

退院

転院

退院（入所）

退院（入所）

在宅療養支援診療所
かかりつけ医等

訪問看護
ステーション

訪問診療

訪問看護

保育所等
児童発達支援
放課後等デイサービス

特別支援学校

一時入院支援事業介助人派遣事業

・自立した生き方の支援、家族等の負担軽減
・対象は人工呼吸器を装着した小児慢性特定
疾患受給者等

小児慢性特定疾病児童等家族支援事業（健康増進課）

レスパイト
入院

NICU入院児支援事業
（医療政策課）
・退院支援、家族支援等を行う
コーディネータの配置

重症心身障害児（者）在宅医療
支援事業（障害福祉課）
・重心障害児（者）の在宅医療におけ
る人材育成及び連携体制の検討等
栃木県自立支援協議会医療的ケア
児支援検討部会の設置

訪問看護推進事業（医療政策課）
・訪問看護師等に対する研修

保健所

訪問

学校看護師配置事業

総合養育支援事業
（こども政策課）
・市町の未熟児養育事業支援
（養育支援連絡票の活用・連絡
会議・養育支援従事者専門研
修等



時期 実施内容 担当課

上半期 医療的ケア児に係る実態調査 障害福祉課

年度内 障害児福祉計画策定 障害福祉課

年度内 栃木県自立支援協議会医療的ケア児支
援検討部会の開催

障害福祉課

来年度の目標

保健・医療・福祉・教育等の連携を図り、医療的ケア児の支援について検討
を行うと共に、医療的ケア児に係る生活の実態を把握し、障害児福祉計画を
策定する。

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

栃木県



① 圏域数 10圏域

② 人口 7,290,847人
(H28.11)

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

埼玉県小児在
宅医療ワーキ
ンググループ

（H27～）

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修了
者数

0人

⑤ 医療型短期入所事業所数 22か所
(H28.11)

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数 1,364人
(H28.11)

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

72か所
(H26)

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

91か所
(H26)

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数） 28.4％
(H28.4)

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療的
ケア児数 ※県立特別支援学校における対象児数

※177人
(H28.4)

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護師
配置数 ※県立特別支援学校における配置数

※35人
(H28.4)

基礎情報
１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート



２．医療的ケア児支援のための取組概要 埼玉県

保健医療部 福祉部 教育局 病院局 埼玉医科大学

医療整備課 障害者支援課 経営管理課

○ 県庁内関係各課と埼玉医科大学で構成
○ 平成２７年度は３回開催、平成２８年度は４回開催予定
○ 情報共有・意見交換

健康長寿課 カルガモの家

地域医療対策

小児慢性
特定疾病

障害福祉
サービス事業所

特別支援学校 総合周産期母子
医療センター

医療型障害児
入所施設

県立小児医療
センター

障害者福祉
推進課

障害者手帳

特別支援
教育課

埼玉県小児在宅医療ワーキンググループの発足 （平成２７年度～）

総合医療
センター



時期 実施内容 担当課

四半期毎 各分野の取組に関する情報共有・意見
交換等

医療整備課
障害者支援課 ほか

来年度の目標
・埼玉県小児在宅医療ワーキンググループの開催

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

埼玉県





① 障害保健福祉圏域数（千葉市圏域含む） 16圏域

② 人口（千葉市圏域含む）H27.10.1国勢調査 6,222,666人

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県設置のもの（H2２年度設置）

千葉県障害児等
支援在宅医療・
訪問看護研究会

④ 重症心身障害児者等ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ育成研修修了者数 0人

⑤ 医療型短期入所事業所数 H28.9.1 6

⑥ 喀痰吸引等３号研修認定件数 H28.10.25
県立特別支援学校教諭の修了者数 H28.8..4

5,589件
103人

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数 H26.12
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

355
（39）

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数 H26.12

（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

242
（81）

⑨ 看護師等を配置している保育所の数 H28.4.1
認定こども園の数 H28.4.1

908中403
67中23

⑩ 県立特別支援学校における医療的ケア児数 H28.5.1
小・中学校における医療的ケア児数 H27.5.1

195
26

⑪ 県立特別支援学校における看護師配置数 H28.5.1
小・中学校における看護師配置数 H27.5.1

62
12

⑫ 県立特別支援学校での医療的ケア実施校 H28.5.1 35校中27校

基礎情報
１．県・県教委の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート



２．医療的ケア児支援のための取組概要 千葉県

障害児等支援訪問看護センター事業（県単独事業）

小児等在宅医療連携拠点事業（国モデル事業）
○在宅生活の円滑なスタートに向けた支援・取組み（千葉県つながろうマップ(Web上の
資源情報） の作成、サービス活用Ｑ＆Ａパンフレットの作成・配付(5000部)等）

○主要な専門職種の実践力向上への支援・取組み
（訪問看護師育成研修（208名）、相談支援ガイドラインの作成、相談支援専門員研修
（126名）、喀痰吸引研修（118名）等）

○地域ごとの他職種協働支援（チームケア）の実践に向けた支援・取組み
（シンポジウムの開催（110名）、ワールドカフェの開催（40名）、他職種による協働支援
の事例検討会の開催（約100名）、特別支援学校との意見交換（約100名）等）

○医療機関と地域を結ぶための取組み（医師による実践報告会の開催（13名）、医療機
関における一時受入れの支援（3名の小児受入））

小児等在宅医療連携拠点事業（県単独事業）
・訪問看護師育成研修（100名）、喀痰吸引研修（18名）、相談支援専門員研修（67名）

千葉県障害児等支援在宅医療・訪問看護研究会［県医師会・県看護協会・相談支援専門
員・特別支援学校等が参加］ (年1回以上）等に図りながら実施

平成２３～２５年度

平成２５～２６年度

平成２７年度～
25～27年で延
べ300名以上

25～27年で
130名以上

25～27年で延
べ190名以上



２．医療的ケア児支援のための取組概要 千葉県
教育委員会

○医療的ケア運営会議の開催 【年２回】
〈運営委員〉
医師（千葉県医師会）、看護師（千葉県看護協会、特別支援学校特別非常勤講師）
特別支援学校保護者、支援学校長、特別支援学校教諭（医療的ケアコーディ
ネーター）、行政関係者（教育庁教育振興部教職員課、同学校安全保健課、同特別
支援教育課、総合教育センター、健康福祉部健康福祉指導課、同医療整備課、病
院局経営監理課）

○「千葉県特別支援学校における医療的ケアガイドライン」の作成
○対象児童生徒等の医療的ケアに関する指導・助言を行う医師として指導医の依頼
○校内検討委員会の設置
○特別支援学校に医療的ケアコーディネーターを配置
○看護師研修会の開催【年２回】 （講義・実地）
〈受講者〉
特別支援学校で特別非常勤講師として勤務する看護師

○特別支援学校医療的ケア実施校連絡協議会の開催【年３回】
〈参加者〉
特別支援学校教諭、養護教諭、看護師 等）

○医療的ケア基本研修【年２回】
〈受講者〉医療的ケア担当教員



時期 実施内容 担当課

年度後半（予定） 在宅で医療的支援を行う看護師等の育成 障害福祉課

年度後半（予定） 医療的ケアが必要な障害児者に対応できる相談支
援専門員等の育成

障害福祉課

通年（予定） 千葉県障害児等支援在宅医療・訪問看護研究会 障害福祉課

５月・２月（予定） 特別支援学校医療的ケア運営委員会 特別支援教育課

５月・１０月・１月
（予定）

特別支援学校医療的ケア実施校連絡協議会 特別支援教育課

４月・７月・８月
（予定）

特別非常勤講師（看護師）研修会 特別支援教育課

６月・８月
（予定）

特別支援学校医療的ケア基本研修
（喀痰吸引等３号研修）

特別支援教育課

来年度の目標
・在宅医療を必要とする小児等への医療を実施できる人材の育成
・県立特別支援学校において医療的ケアを必要とする児童生徒への更なる体制
整備と各研修会や協議会の充実

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

千葉県
千葉県教育委員会



① 圏域数 ―

② 人口 13,415,349
（H28.１．１）

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

―

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修了
者数 ―

⑤ 医療型短期入所事業所数
（重症心身障害児(者）対応）

14
（H28.5.１）

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数 延2,538人
(H27年度）

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

―

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

―

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数） 1,554／
2,182

(H28.7.1）

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療的
ケア児数

788人
（H27.5.1）

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護師
配置数

218人
（H27.5,1）

基礎情報
１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート



２．医療的ケア児支援のための取組概要 東京都



時期 実施内容 担当課

来年度の目標
・
・
・

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

東京都





平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート

① 圏域数（二次保健医療圏・障害保健福祉圏域） 11圏域（医療）
８圏域（障害）

② 人口（平成28年10月1日 推計値）
9,146,681人

人口密度（同）
3,786人/㎢

世帯あたり人員（同）
2.27人/世帯

１．神奈川県の基礎情報（１）
神奈川県ＰＲキャラクター
かながわキンタロウ



厚木市

海
老
名
市

綾
瀬
市

座間市

大
和
市

藤沢市

茅ヶ崎市
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都筑区

青葉区

川崎区
鶴見区

神奈川区清川村

幸区

中原区

高津区
宮前区

多摩区

麻生区

寒
川
町

中区

相模原市
南区

相模原市
中央区

相模原市
緑区

県西圏域

湘南西部圏域
湘南東部圏域

県央圏域

横須賀三浦圏域

横浜圏域

川崎圏域
相模原圏域

神奈川県の二次保健医療圏・障害保健福祉圏域

横浜圏域

二次保健医療圏は横
浜北部・西部・南部の
３つ

川崎圏域

二次保健医療圏は川
崎北部・南部の２つ

③医療的ケア児支援のための協議の場

・神奈川県小児等在宅医療推進会議（H26～）

・地域小児等在宅医療連絡会議（茅ヶ崎地域Ｈ26年度～、厚木、小田原地域Ｈ28年度～）

・保健福祉事務所母子保健担当者会議（H17～）

・神奈川県立特別支援学校医療ケア等支援事業運営協議会（H15～）

１．神奈川県の基礎情報（２）

・小児等在宅医療連携拠
点事業
（平成26年度～）
・養育支援事業
（平成17年度～）

・神奈川県立特別支援学
校医療ケア等支援事業
（平成15年度～）



１．神奈川県の基礎情報（３）

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修了者数
（平成28年11月1日現在）

未実施

⑤ 医療型短期入所事業所数
（平成28年11月1日現在）

25件
（うち県所管 8件）

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数
（平成28年4月1日現在） 2,866人

※ 研修実施機関の課題共有と指導平準化のための連絡会を年数回開催。

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数（診療所及び病院）
（平成28年3月31日現在） 918件

うち小児患者に対応できる医療機関数
（平成27年3月31日現在） 98件

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（平成28年4月1日現在） 560件

うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数
（平成28年4月1日現在）

381件
（うち条件次第：175件）



１．神奈川県の基礎情報（４）

⑨ 県で所管している保育所数
（平成28年4月1日現在）

384件

看護師を配置している保育所の割合（数）
（平成28年4月1日現在）

44件
（11.45％）

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校数
（平成27年5月1日現在）

（特支）32校
（小中）542校

在籍数
（平成27年5月1日現在）

（特支）5,990人
（小中）244,876人

医療的ケア児数
（平成27年5月1日現在）

（特支）340人
（小中）17人

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における
看護師配置校数 （平成27年5月1日現在）

（特支）16校
（小中）５校

平均配置人数
（平成27年5月1日現在）

（特支）2.6人/校
（小中） 1人/校



２．医療的ケア児支援のための取組概要 神奈川県

訪問看護推進支援
モデル事業

障害福祉サービス地域
ネットワーク強化事業
・障害福祉サービス等
地域拠点事業所配置事業

民間保育所健康管理
体制強化事業

訪問看護ステーション

障害福祉サービス
事業所

保育所

地域医療機関

県立こども医療センター 行政

小児等在宅医療
連携拠点事業

重度重複障害者等支援
看護師養成研修事業

神奈川県立特別支援学校
医療ケア等支援事業

県立特別支援学校

保健福祉事務所

養育支援事業



神奈川県小児等在宅医療連携拠点事業（平成26年度～）

【小児等在宅医療を進めるための２つの柱】
① 厚木・小田原各地域をモデル地域とした取組み ②こども医療センターによる全県的な支援

【本県の課題】

医療技術の発達により、新生児が出産直後に死亡するケースが減り、ＮＩＣＵの長期入院児（１年以上入院）は増加している。一方、地
域では受入にあたり、医師や看護師、介護者の医療的ケアに対する経験不足や緊急時等の連携体制に不安がある。
【事業目的】
ＮＩＣＵを退院し、医療的ケアを必要とする児を医療・福祉・教育・行政が連携をして、地域で支えていく体制をつくること

＜①厚木地域モデル事業＞ （H28年度～）
・厚木地域の小児等在宅医療連絡会議に

よる課題の抽出・課題解決に向けた取組み

【事業イメージ】

医療的ケ
アを必要
とする児

福祉提供事業者
相談支援事業者、児童
発達支援センター等

小田原市
立病院

教育機関
小田原養護学校、保護者
サークル等

支援

支援 医療提供事業
者 小田原医師
会、訪問看護ス
テーション 等

行政 小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町、

小田原保健福祉事務所、小田原児童相談所

支援

＜①小田原地域モデル事業＞ （H28年度～）
・小田原地域小児等在宅医療連絡会議による課題の抽出・課題解決に

向けた取組み
＜茅ヶ崎地域＞（H26年度～）
・28年度の取組内容の進捗確認等

情報共有

県内各地域

連携・支援
【実態調査】

連携・協力 連携・支援

情報共有

県総合療育相談センター、
神奈川県総合リハビリ
テーションセンター
・県、地域の会議への
参加

・研修協力など

神奈川県 業務委託
神奈川県立こども医療センター

成果報告

○県小児等在宅医療推進
会議の開催

○モデル事業の進捗確認

連携・
協力

県在宅医療
推進協議会

連携

②全県的な支援
○支援者向けの情報提供・相談窓口の設置
○小児在宅医療資源の拡充に向けた医療ケア研修

・県、地域の会議への参加

２．医療的ケア児支援のための取組概要① 神奈川県

情報共有



重度重複障害者等支援看護師養成研修事業（平成22年度～、一部平成27年度～）

【本県の課題】
医療的ケアが必要な重度重複障害児者への支援ニーズが増加しているが、障害福祉分野における看護に対する

低い認知度や、ケアの特殊性などにより、慢性的に看護師が不足している。
【事業目的】
専門的な技術をもつ看護師の養成確保、人材の定着を図る。

【事業主体・実施形態】
県が主体となり、神奈川県看護協会（平成28年度）への委託により実施

２．医療的ケア児支援のための取組概要② 神奈川県

専門看護師養成研修（平成22年度～）
講義、演習、実習を通し、重症心身障害児者等とそ

の家族に対する理解と必要なケアについて学ぶとと
もに、本人及び家族へのかかわりにおける看護師の
役割等についての研修を実施。

実習（2日間）を含め、10日間程度の研修

普及啓発研修（平成27年度～）
看護学生を含め広く参加者を募り、看護師の就職

先として選択されるよう、普及啓発研修を実施。

各障害保健福祉圏域を基本として、各100名程度
の定員で開催



障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業（平成22・23年度モデル、平成24年度～）
障害福祉サービス地域ネットワーク強化事業（平成27年度～）

【本県の課題】
重度障害者の地域生活にあたり、障害特性により支援が困難なケースに対応した障害福祉サービス事業所が少

なかったり、緊急的に支援が必要なケースに対応できる体制が構築されていなかったりという課題があった。
【事業目的】
支援が困難なケースや緊急的に支援が必要なケースに24時間365日対応できるよう、障害保健福祉圏域ごとに

拠点事業所を配置する。
地域の受皿拡大のため、人材育成（研修等）を行う（現；障害福祉サービス地域ネットワーク強化事業）。

【事業主体・実施形態】
（困難・緊急時支援） 県1/4、市町村1/4、事業者1/2
（人材養成） 県10/10（拠点事業所に対する委託により実施）

２．医療的ケア児支援のための取組概要③ 神奈川県

緊急・困難
ケース

通常拠
点
事
業

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事
業

緊急時

圏域の困難ケース
等の把握・計画的
な支援提供

研修や会議等を通じ、
地域のネットワーク
構築

支援提供

地域の事業所
の調整

バックアップ・
支援技術等の
伝達

通常



訪問看護推進支援モデル事業（平成22年度～平成25年度）

【本県の課題】
長時間の医療ケアや介護が必要な重症心身障害児の在宅療養を支える仕組みが未整備であり、重症心身障害

児の生活の質の向上や、家族のレスパイトを支える訪問看護の仕組みづくりは喫緊の課題であった。
【事業目的】
重症心身障害児と家族の在宅療養を支援する。

【事業主体・実施形態】
県が主体となり、訪問看護ステーションへの委託により実施

２．医療的ケア児支援のための取組概要④ 神奈川県

平成22年度
長時間の医療ケアや

介護が必要な重症心
身障害児を対象に訪
問看護のモデル事業
を実施。
⇒退院前からの継続
した訪問看護サービス
を可能にする体制づく
り及び、重症心身障害
児の訪問看護を可能
とするための要件につ
いて検討。

平成23年度
前年度結果を踏まえ、

小児（重症心身障害
児）の看護実践ができ
る訪問看護師の人材
育成及び訪問看護の
体制づくりを行うことを
目的としたモデル事業
を実施。
⇒委託先の事業所内
で、小児の訪問看護経
験のない看護職員に
対し、同行訪問を実施。

平成24年度
小児（重症心身障害

児）の看護実践ができ
る訪問看護師の人材
育成を目的としたモデ
ル事業を実施。
⇒小児（重症心身障害
児）の訪問看護を行っ
ている訪問看護ステー
ションの看護師が、
行っていない訪問看護
ステーションの看護師
との同行訪問を実施。

平成25年度
訪問看護を利用して

いる小児（医療的ケア
児）の在宅生活につい
て理解を深め、社会資
源等を活用することで、
小児の在宅生活の質
の向上及び家族の継
続的な支援ができる人
材育成に資することを
目的に調査を実施し、
パンフレットを作成及
び配布。



神奈川県立特別支援学校医療ケア等支援事業（平成15年度～）

【事業目的】
県立特別支援学校に在籍する幼児、児童及び生徒の健康の保持増進及び安全な学習環境の整備を図る。

【事業主体・実施形態】
県教育委員会が主体となって要綱等の整備を行い、各県立特別支援学校で医療ケア等を実施

※ 医療ケア等 ・・・ 「医療的ケア」を、医療と教育を同時に必要とする児童・生徒等に実施する行為としてとらえ、
「医療ケア等」という教育活動として、教員と看護師の協働連携の下に取り組んでいる。

２．医療的ケア児支援のための取組概要⑤ 神奈川県

県立総合教育センター
[巡回診療型診療所]

担当医

管理医師長
統括

巡回診療医療ケア等

協働連携

県立特別支援学校
[診療実施場所]



民間保育所健康管理体制強化事業（平成27年度～）

【事業目的】
医療的ケアのニーズが増加している保育所において、児童の健康管理等を図るため。

【事業主体・実施形態】
市町村が実施主体となり、看護師又は保健師を雇用する保育所等に対し、保育士を雇用した場合の経費との差

額を補助する。
県は市町村に対して間接補助する。（負担割合： 県1/2、市町村1/2）

２．医療的ケア児支援のための取組概要⑥ 神奈川県

雇
用
経
費
の
差
額

½補助
定額補助



時期 実施内容 担当課

年度内 民間保育所健康管理体制強化 次世代育成課

年度内 小児在宅医療の関係機関での連携体制構築・
県立こども医療センターを中心とした事業（研
修、相談窓口、調査）

医療課

年度内 各保健福祉事務所・センターで養育支援事業
として相談事業等を実施

健康増進課

年度内 地域の事業所間のネットワーク強化及び医療
的ケア児等を支援する看護師の養成確保

障害福祉課

年度内 喀痰吸引等研修（今年度以上修了者数） 障害福祉課

年度内 県立特別支援学校における医療ケア等実施 特別支援教育課

来年度の目標
・各種事業の継続により体制整備及び環境整備を促進する

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

神奈川県

かながわキンタロウ



① 圏域数 ７

② 人口 2,304,264
（※H27.10.1）

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

・小児在宅医療体制整備
連絡協議会（H26.12設置）

・未熟児等支援ネットワー
ク連絡会（H14設置）

・県自立支援協議会療育
支援部会（H26.3設置）

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修
修了者数

(未実施)

⑤ 医療型短期入所事業所数 ７

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数
（※修了証明書発行数）

1,100

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

432
（内、15
※H25調査時点）

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

131（ステーション数）

（内、61
※H27.10.1現在）

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数） 14.4％（96／668）

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療
的ケア児数

１３６人
(H28.5.1現在)

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護
師配置数

３６人
(H28.5.1現在)

基礎情報
（※注釈がないものは、平成28年４月１日時点）

１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート



２．医療的ケア児支援のための取組概要 新潟県

・小児在宅医療体制整備連絡協議会
（H26.12～）
・講演会の開催（H27.1、H28.1）
・シンポジウムの開催（H28.10※県医
師会、県小児科医会共催）
・実態調査の実施（H27.10）

医療

・NICU入院児支援事業
（H23～※大学病院に委託）

・未熟児等支援ネットワーク連絡会
（H14～※実施主体：県、保健所）
・慢性疾患児地域支援事業
（H26～※一部業務をNPO法人に委
託）

母子保健

・障害者地域生活支援センター事業（療育支援体
制整備事業）
（H19～※直営１センター、法人等委託６センター）
・障害児等療育支援事業
（H27～※直営１ヶ所、法人等委託１ヶ所）
・自立支援協議会療育支援部会（H26.3～）
・重症心身障害児等に関する実態調査（H27.7～
9）

障害福祉

・医療的ケア実施体制整備事業
（H16～）
・教員による補助的ケア（H18～、
※H24～認定特定行為の実施）

教育

連動 連動連動

連
動

連
動



２．医療的ケア児支援のための取組概要 新潟県

○小児在宅医療体制整備連絡協議会：
・実施主体：県
・内容：小児在宅医療の現状、実態把握について等

○講演会の開催：
・実施主体：県
・内容：小児在宅医療の現状と展望、小児在宅情報ネットワークの立ち上げについて

○シンポジウムの開催：
・実施主体：県 ※県医師会、県小児科医会共催
・内容：小児在宅医療の仕組みについて

○実態調査の実施：
・実施主体：県
・小児科を標榜する医療機関等を対象に、調査時点での受診状況や医療的ケアの内容を調査

医療

○NICU入院児支援事業：
・実施主体：県 ※大学病院に委託
・内容：NICUに入院している児の地域移行支援を実施

○未熟児等支援ネットワーク連絡会：
・実施主体：県、保健所
・内容：医療的ケア等が必要な児の円滑な地域移行のため、NICUのある病院、保健所、市町村で情報共有、

支援体制の検討を行う。
○慢性疾患児地域支援事業：

・実施主体：県 ※一部業務をNPO法人に委託
・内容：小児慢性特定疾病児童等及び家族への自立・就労支援

母子保健



２．医療的ケア児支援のための取組概要 新潟県

○障害者地域生活支援センター事業（障害児等療育支援体制整備事業）：
・実施主体：県 ※当該事業実施センター７センターの内、法人等委託６センター

・内容：障害のある子ども等に対し、身近な地域で適切に療育支援を行うことができる体制の整備を推進するため、
療育に関する社会資源の点検、療育機関等に対する支援等を行う。
○障害児等療育支援事業：

・実施主体：県 ※直営１ヶ所、法人等委託１ヶ所
・内容：訪問・外来等による療育指導、療育機関に対する支援等

○県自立支援協議会療育支援部会：
・実施主体：県
・内容：障害児（者）の療育支援に関することについて、関係機関と協議を行う。

○在宅で生活する重症心身障害児等の実態調査：
・実施主体：県
・内容：在宅で生活する重症心身障害児（者）や医療的ケアを要する児（者）のサービス利用状況等を把握する。

障害福祉

○医療的ケア実施体制整備事業：
・実施主体：県教育委員会：県立特別支援学校（H16～）／市町村教育委員会：小中学校、市立特別支援学校
・内容：医療的ケアを必要とする児童生徒等の状態に応じ、学校看護師を学校に配置

○教員による医療的ケアの実施：
・内容：教員による補助的ケア（H18～）、認定特定行為（H24～）の実施

教育



時期 実施内容 担当課

来年度の目標

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

新潟県

今後、各種会議にて決定するため、現時点では未定。

・かかりつけ医や訪問看護、福祉サービス等が連携した、より自宅近くで
の医療提供
・小児在宅医療に対応できる医療機関（診療所、訪問看護等）の拡充
・地域における医療・福祉の連携体制の構築

医療・保健

・障害福祉支援者等を対象とした重症心身
障害児等への支援に関する啓発を行う。

・重症心身障害児等を受け入れる障害福祉
サービス事業所等を増やす。

・当県における重症心身障害児等コーディ
ネーター像を検討する。

福祉

・特別支援学校に在籍する医療的ケア
が必要な児童生徒に対し、学校看護師
を配置することにより、安全・安心な医療
的ケアを実施できる体制を構築する。

教育
連動

連
動

連動









① 圏域数 ４圏域

② 人口 1,061,393人
（H28.10.1現在）

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

「医療的ニーズの高
い障害児者等支援
体制検討委員会」
H28年度設置

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修
了者数

0人

⑤ 医療型短期入所事業所数 ４箇所
（H28.11現在）

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数 37人
（H28.11現在）

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

365箇所（H27.9）
（５箇所（H28.11））

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

60箇所
（H28.3現在）
（15箇所（H28.11））

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数） 35%
(82/231箇所）
（H28.4.1現在）

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療
的ケア児数

72人
（H28.5.1現在）

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護
師配置数

18人
（H28.5.1現在）

基礎情報
１．富山県の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート

高岡医療圏 新川医療圏

砺波医療圏
富山医療圏



２．医療的ケア児支援のための取組概要 富山県

本人
家族

医療機関

通所（入所）
支援事業所

【福祉（県障害福祉課）】

○「重症心身障害児（者）
在宅サービス提供体制
整備促進事業」（委託先：
国立病院機構富山病院）

事業者を対象とした重症
心身障害児（者）への支
援方法や医療的ケアに
ついての研修の実施。

○「重症心身障害児（者）
医療的ケア支援事業」
（委託先：（福）富山県社
会福祉総合センター）

看護師等医療職員が事
業所を巡回し医療的ケア
に関する指導を実施。

【教育（教育委員会）】
○運営協議会の設置
専門家等から構成する運営協議会及び校内委員会の設置、
学校における的確な医療的ケア体制の点検・管理。
（委員構成：医療関係、福祉関係等）
○特別支援学校への看護師の配置
日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する特別
支援学校に配置。看護師は、医師の指示書及び手順表に従
い医療的ケアを実施。
※市立特別支援学校における看護師配置に係る事業費補助

○特別支援学校の教員等のための研修の実施
教員等に医療的ケアに関する知識・技能両面

に関する研修を実施。

訪問
看護

平成28年度

【医療】
○「富山市医師会小児在宅情報共有システムの運用」
（富山市医師会）

富山医療圏の公的病院と市医師会の診療情報共有システムを
活用し、小児在宅関係者で患者情報を共有する仕組みの運用。
○「富山小児医療的ケア実習研修」
（富山市医師会・富山県小児科医会・富山大学）

医療的ケア児に対する看護技術の習得等を目的とした実技研
修会の開催。

○「医療的ニーズの高い

障害児者等支援体制検討
委員会」（県障害福祉課）

医療・福祉の関係機関による
検討委員会の設置。医療的
ニーズの高い障害児者への支
援のあり方等について検討。

教育

保健
センター

厚生
センター

【保健(県健康課）】

○「長期療養児ケア・ネッ
トワーク事業」

県型保健所にて個別ケア
（市町村との同行訪問等）、
療養相談会、関係機関と
の連絡会及び研修会等に
より支援を実施。

○小児慢性特定疾病自
立支援員による相談・支
援（富山県難病相談・支
援センターに自立支援員
を１名配置）

【保育（県児童青年家庭課）】
○「富山県心身障害児保育事業」

心身障害を有する乳幼児を一般の
乳幼児とともに集団保育し、障害児
に対する適切な指導を実施するこ
とにより、障害児の福祉の増進を
図る。保育所等に加配保育士の人
件費を補助。

保育所



時期 実施内容 担当課

10月 重症心身障害児（者）の介護支援研修会 障害福祉課

４月 特別支援学校への看護師配置 県立学校課

４月～３月 特別支援学校及び小・中学校における医療的ケア
の実施

県立学校課

７月、２月 運営協議会の開催 県立学校課

７月下旬

～９月（年２回）

特別支援学校における介護職員等によるたんの吸
引等研修（特定の者対象）基本研修
実地研修

県立学校課

来年度の目標
・医療的ケア児が必要な医療的ケアを受けられる体制を整備・強化

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

富山県

この他、医療的ケア児支援のための新規事業等検討中。





① 圏域数 ４圏域

② 人口（H27.10.1時点） 786,740人

③ 医療的ケア児支援のための協議の場
※県又は政令市設置のもの

（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

医療的ケア
運営協議会
（H24～）
小児在宅医
療推進協議
会（H29～
予定）

④ 重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修了
者数（H28.11.1時点）

なし

⑤ 医療型短期入所事業所数（H28.11.1時点） 3か所

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数（H28.11.1時点） 1,887人
（延べ）

⑦ 在宅医療に対応できる医療機関数（Ｈ28.3.1時点）
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

228か所
（7か所）

⑧ 在宅医療に対応できる訪問看護事業所数（H27.10.1
時点）
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

74か所
（51か所）

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数）
（H28.4.1時点）

33園／282
（11.7%）

⑩ 公立の特別支援学校及び小・中学校における医療的
ケア児数（H28.4.1時点）

47名

⑪ 公立の特別支援学校及び小・中学校における看護師
配置数（H28.4.1時点）

13名

基礎情報１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート

※今後支援体制を整えていく



２．医療的ケア児支援のための取組概要 福井県

【障害福祉課】
○ 重症心身障害児者と家族のための在宅生活サポート事業
• 平成27年8月より実施

• 障害児通所支援事業所および短期入所事業所が、医療的ケアが必要な重症
心身障害児者の受入れを促進するため、受入れまたは送迎した場合に補助金を
交付
• 平成27年度受入実績

障害児通所支援事業所 ９か所 、 短期入所事業所 ３か所

○ 「重症心身障害児（者）の福祉サービス情報ハンドブック」の作成

• 平成27年11月発行、平成28年11月改訂

• 在宅の重症心身障害児者が利用できる福祉サービス等や相談窓口を紹介

• 市町、障害福祉サービス事業所に配布し、県ホームページにも掲載



２．医療的ケア児支援のための取組概要 福井県

【教育庁】
○医療的ケア看護師配置（H28年度：９校 １２名）

○医療的ケア（特定行為従事者）研修の実施
（特別支援学校教員を対象とした３号研修）

○医療的ケアに関する協議の場
・各特別支援学校の担当者による協議会（年２回）
「医療的ケアを必要とする児童・生徒等に係る担当者会」
内容：実施にかかる手続きの確認や、各校での課題、情報交換など

・医療・福祉・教育・法曹・保護者等の関係者による協議会（年２回）
「医療的ケア運営協議会」
内容：特別支援学校で医療的ケアを安全に実施するため、ヒヤリハットアクシデント
事例について再発防止に向けた助言や医行為の判断などを協議



時期 実施内容 担当課

平成29年4月～ 小児在宅医療推進事業（協議会の開催） 障害福祉課

重症心身障害児者と家族のための在宅生活サポート事業 障害福祉課

医療的ケア児保育支援モデル事業 子ども家庭課

医療的ケア看護師配置 高校教育課

医療的ケア（特定行為従事者）研修
・基本研修（夏季休業中） ・実地研修（随時）

高校教育課

5月 医療的ケアを必要とする児童・生徒等に係る担当者会 高校教育課

7月 医療的ケア運営協議会 高校教育課

平成30年1月 医療的ケアを必要とする児童・生徒等に係る担当者会 高校教育課

2月 医療的ケア運営協議会 高校教育課

来年度の目標

・小児在宅医療の体制を整えるため、地域の実情を把握し、各関係機関との連携
を図る

３．医療的ケア児支援のための来年度の
スケジュール

福井県



① 圏域数 10圏域

② 人口
2,087,540人
（H28.11.1現在）

③
医療的ケア児支援のための協議の場

※県又は政令市設置のもの
（名称、事業名、設置年度（予定も含む））

－

④
重症心身障害児者等コーディネーター育成研修修
了者数

－

⑤ 医療型短期入所事業所数
11事業所
（H28.11.28現在）

⑥ 喀痰吸引等３号研修修了者数
1,175人
（H28.11.15現在）

⑦
在宅医療に対応できる医療機関数
（うち小児患者に対応できる医療機関数）

817ヶ所
（45ヶ所）
（H27.9.1現在）

⑧
在宅医療に対応できる訪問看護事業所数
（うち小児患者に対応できる訪問看護事業所数）

156事業所
（94事業所）
（H28.11.1現在）

⑨ 看護師を配置している保育所の割合（数）
９％（51保育所）
（H27.5.11現在）

⑩
公立の特別支援学校及び小・中学校における医療
的ケア児数

201人
（Ｈ27.5.1現在）

⑪
公立の特別支援学校及び小・中学校における看護
師配置数

25人
（Ｈ27.5.1現在）

基礎情報
１．県又は政令市の基礎情報

平成２８年度 医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料
「取組報告」シート

各圏域において、自
立支援協議会等に
おいて医療的ケア
児等に係る課題等
について検討を進
めている。



２．医療的ケア児支援のための取組概要 長野県

医療的ケア児（者）の支援の充実を図るため、H27年度から県自立支援協議会療育部会に、各圏域の療育支援の中核的人
材で構成する多職種チームを設置し、各圏域の取組に関する情報共有や意見交換を行っている。（計３回実施）

児童福祉法の一部改正に伴い、H28年８月に庁内関係課による連携会議を設置し、支援関係機関との連絡調整等を行う体
制の整備等について検討を進めている。

＜法定サービス以外の県独自の取組＞

分野 事業名【実施主体】 事業概要
実施
年度

福祉
障がい児・者施設訪問看護サービス事業【市町村】

医ケア児が通所する障害福祉サービス事業所等の看護
師配置、派遣補助事業

H15～

喀痰吸引等研修事業補助金【県】 第一号、第二号研修の実地研修経費補助 H25～

医療
小児等在宅医療連携拠点事業【県】

在宅医療を提供するための体制整備（ICTを活用した多
職種による情報共有、看護職向け研修等）

H23～

在宅重度心身障がい児（者）訪問歯科健診等事業【県】 在宅重度障がい児（者）に対する訪問歯科健診事業 H19～

教育

医療的ケア体制整備事業（医療的ケア看護師配置事業）
【県】

特別支援学校における取組
・医療的ケア担当教員研修事業（H17～）
・医療的ケア運営協議会の開催（H17～）
・医療的ケア指導医等派遣研修（H23～）

H17～

医療的ケアコーディネーター連絡会【県】
各校の医ケアコーディネーターによる研修会、情報交換
等

H23～

特別支援学校医療的ケア学校看護師研修【県】 特別支援学校の看護師研修（年２回） H24～

特別支援学校医療的ケア特別研修【県】
人工呼吸器使用の児童生徒の生活や健康状態に係る
理解を図るための研修（年１回）

H28～

摂食コーディネーター連絡会【県】
各校の摂食指導に係る専門性向上のための研修会を
実施（年３回）

H27～

小中学校における看護師配置補助事業【県】 小中学校に看護師配置する市町村への補助 H28～

重心・医ケアワーキンググループ

医療的ケア児の支援に関する連携会議



３．医療的ケア児支援のためのH29年度の
スケジュール

H29取組計画（案）

長野県

H29年度の目標
各分野において、現在の取組を継続するとともに、医療的ケア児者に関す

る現状や課題を把握し、対応策について検討を進める。

時期 実施内容 担当課

５月 医療的ケア児の支援に関する庁内連携会議 障がい者支援課

６月 重心・医ケアワーキンググループ 庁内関係課

７～10月 医療的ケア児者実態調査実施の検討 庁内関係課

10月 医療的ケア児の支援に関する庁内連携会議 障がい者支援課

11月 重心・医ケアワーキンググループ 庁内関係課

２月 重心・医ケアワーキンググループ 庁内関係課

３月 医療的ケア児の支援に関する庁内連携会議 障がい者支援課




